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承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課 M－00

図面リスト

M-01
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M-04

M-05

M-08

M-09

M-10

M-00 図面リスト

案内図・配置図

特記仕様書（１）

特記仕様書（２）・凡例

器具表・機器表

系統図

工事区分表

既存・改修１階便所平面詳細図

既存・改修２・３階便所平面詳細図

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事

M-06

M-07

1、2階平面・仮設計画図

令和７年４月

3、R階平面・仮設計画図



設計年月日

縮　　尺担　当設　計承　認
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案内図　S=1/Free
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教育部　教育総室　教育施設課

申請地：甲府市朝気一丁目１４番１号

令和7年4月

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事
M－01

1/800、1/Free



承　認 設　計 担　当

No.

縮　　尺

設計年月日

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ 工 事 名 称

図 面 名 称 特記仕様書（１）

Ｍ-02

Ａ 建 築 概 要

Ｂ 工 事 項 目

優 先 順 位Ｃ

Ｄ 工 事 範 囲

Ｅ 一 般 事 項

　

工 事 名 称

工 事 場 所

構 　 　 造

機械設備工事

法令、政令、規則等の定め、及び指導

質問回答書

特記仕様書

設計図

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『公共建築工事標準仕様書』（機械設備工事編）（最新版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修『公共建築工事設備工事標準図』（機械設備工事編）（最新版）

設計図書及び工事契約書による

本設計図は工事概要を示すものであるから、受注者は充分なる理解の上、工事の着工に先立ち標準仕様書に基づき、工程表・施工計画書・その他を提出

し、監督員の承諾を得ること。

本工事は、工事完成引き渡し後でも施工方法、器具類の不良に起因する事故に対しては責任を持って修復しなければならない。

工事写真・施工図・竣工図は、電子納品とする。（但し、完成図書の写真はダイジェスト版を添付のこと。）

維持管理面を十分考慮し施工に当たること。

受注者は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（(財)日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績

情報として「登録のための確認お願い」を作成し監督員の確認（機関印または監督員の記名・押印及び電子メールアドレスを記入）を受けたうえ、(財)

日本建設情報総合センターに登録申請するとともに、「登録内容確認書」の写しを監督員に提出しなければならない。（請負金額500万円以上の工事）

3)　業務履行中に、受注時登録データの内容のうち、「工期」または「現場代理人」または「監理・主任技術者」に変更があった場合は、変更があった

2)　完成時登録データの提出期限は、業務完成後１０日以内とする。

日から１０日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）に変更データを登録申請しなければならない。工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を

必要としない。ただし、工事請負代金2,500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。

4)　訂正時は、適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

受注者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力

した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。

(請負金額１００万円以上の工事)（以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出はH30センサスに対応していないため不可）

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1部（紙）を完成書類に

なお、入力した電子データは自社で１年間保管するものとする。

※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。

添付し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD等）により監督員に提出するものとする。

本工事は全て、図面・本仕様書及び、共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『公共建築工事標準仕様書』・国土交通省大臣官房官庁営繕部設

備・環境課監修『公共建築工事設備工事標準図』（機械設備工事編））に基づき、諸官庁関係法規に準拠して施工する。

 URL　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

工事写真については

1)　電子媒体により納品すること。

2)　納品時には、正副１部ずつを納品すること。

3)　使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、ＤＶＤ－Ｒの使用も可とする。

4)　電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。

5)　電子媒体には以下の情報を明記すること。

（ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように最新のデータに更新したものを利用すること。）

Ａ，工事名称　　Ｂ，工事場所　　Ｃ，契約番号　　Ｄ，発注者担当部署名称　　Ｅ，受注者名称　　Ｆ，作成年月　　Ｇ，何枚目／総枚数

Ｈ，ウイルスチェックに関する情報　　Ｉ，ＣＤ－Ｒフォーマット形式　　Ｊ，電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。

・電子納品される写真データは、ＰＤＦ形式、エクセル等で編集したもので、従来の印刷物写真と同様な確認ができるものとする。

・写真データは、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に合わせて編集し、容易に確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。

・工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とするが、印刷物または電子データと併用で検査すること

も可能とし、その範囲は受発注者との協議による。

・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。

・やむを得ない理由により、電子納品できない場合は、受発注者との協議により、従来の印刷物による納品も可とする。

・ここに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
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本工事に於て、図面・特記仕様書に疑義が生じた場合及び、それに明記なきものでも技術上・維持管理上当然必要なものは、監督員と協議の上誠実に施

工するものとする。但し、その費用は受注者負担とする。

本工事に伴う関係諸官庁等への申請及び手続きは延滞なく行うこと。それに伴う費用は本工事に含む。

本工事受注者は工期内に工事を完成させ、同時に完成書類一式を提出し、検査を受けなければならない。また、工事写真については、電子納品とすること。

1)　受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）とする。

提出の期限は、以下のとおりとする。

地上３階建　鉄筋コンクリート造

衛生器具設備工事

給水設備工事

排水設備工事

換気設備工事

５ 撤去工事

１

　１）受注者は、工事の施工に当たり、暴力団等からの不当要求及び工事妨害を受けた場合はその旨を直ちに発注者に報告すると共に、所轄の警察署に届け

出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

　２）この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに発注者と協議すること。

２ 下請け施工体系図の作成及び提出

技能士の活用を積極的に図ること。下請負届に技能士の氏名・資格証明を添付すること。

わらず、末端の下請負者まで反映させた、「下請施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出するも

　「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、受注者は、下請負者を用いる場合には、金額・工種の如何にかか

のとする。また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。

　なお、提出は打合せ簿によるものとする。ただし、メールによる提出も可能なものとし、この場合は、後日、打合せ簿を提出するものとする。

建設機械は低騒音型かつ排ガス対策型建設機械を使用すること。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づき「甲府市グリーン購入法調達方針」により定められた次の資材につい

ては同法の判断基準を満たすものの採用に努め、建設機械については原則使用とする。また、採用が困難な場合は理由書を添付して報告すること。

受注者は、工事期間中近隣住民に迷惑を掛けてはならない。また、重車両等使用による道路の破損、公害防止条例による違反、及び火災の原因になるよう

な事項に対しては、事前に対策を講じること。

敷地内外の工作物等には十分注意すること。　万一破損した場合は、受注者の負担で原状復旧すること。

工事施工に必要な官公庁その他への手続きは、受注者の負担において遅滞なく行うこと。

仮設物を設置するときは、各請負業者と打合せのうえ、地域住民に支障なく安全な場所に設置すること。

製作又は施工上必要な図面（施工図・製作図等）は、請負者において作成し、承諾を受けること。

工事の進捗につれて隠れる部分及び監督員の指示する場所については、その都度工事の進捗状況をカラー写真で撮影すること。

工事完成後、完成図書を受注者の負担で作成し、速やかに提出すること。

防火区画貫通部を施工する際は、所轄の消防署と施工方法を協議した上で、施工を行うこと。

給排水設備工事は甲府市上下水道局の指導を受けること。

工事完成前に使用する洗浄水・テスト用水等の水道料金は受注者の負担とする。

給水管の異種管の接続は、絶縁を設けること。

給水配管、及び排水配管は、公共建築工事標準仕様書に基づいた試験を行い、報告書を提出すること。

特 記 事 項

仮設に使用する電気・水道等の料金については、受注者の負担とすること。
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１３

暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除Ｆ

　３）受注者が（１）の報告等を怠った場合は、「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づき、指名停止措置を行うこととする。

　３）作業状況や天候等で休日を変更する場合は、振替休日等を設定し、あらかじめ監督員に連絡する。

できる。

　７）週休２日制適用工事と記した掲示をし、周辺住民へ周知をする。（A3 版程度、様式任意）

　６）受注者は現場で就労する技術者及び作業員の労働環境に配慮しなければならない。

　４）受注者は、現場閉所後速やかに「週休２日制適用工事」の取組実績について、週休２日制現場閉所実績集計表を発注者に提出し、確認を受けるものと

　２）受注者は、週休２日制現場閉所（計画・実績）書に現場閉所日を示し発注者に提出する。

　５）受注者は完成検査時に発注者から週休２日制現場閉所（計画・実績）書、週休２日制現場閉所実績集計表の提示を求められた場合は、提示しなければ

　１）受注者は原則土曜日及び日曜日の２日間工事現場を閉所とする。但し、受注者の意向により、現場閉所日は土曜日及び日曜日以外の日に定めることも

④　災害、その他事情により完全週休２日が継続できないときは、監督員と協議により取り止めることができる。

⑤　月単位の4週8休以上（28.5％（8日/28日）以上）を前提に補正係数1.04により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及

び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、月単位の4週8休に満たない場

合は、補正係数を1.02に変更し、通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

する。

ならない。

③　受注者は、現場施工に着手した日から現場が完了する日までの間、原則土曜日及び日曜日の２日間、一斉に工事現場を閉所とすると共に、以下のこ

とを実施しなければならない。

　１）「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

　２）「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

　３）「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、

　４）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

　５）「月単位の4週8休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5％（8日/28日）以上の水

工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責

によらず現場作業を余儀なくされる期間は含まない。

準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の

現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日について

も、現場閉所日数に含めるものとする。

おいては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

１５

　６）「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5％（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、現場閉所率の算定に

②　週休2日の考え方は以下のとおりである。

使用開始とする、工事着手及び工程管理については、別途工事（建築主体工事等）と十分に調整を図ること。工事施工範囲の機械警備については、監

督員と協議の上、受注者が適切に切替・停止手続きを行うものとする。

工事着手に際しては、学校側と調整を図り学校側の運営に影響が出ないように施工を行うこと。

躯体の貫通部分は完全に穴埋めを行うこと。（衛生器具等撤去の穴埋補修等）

給水管は気密試験、排水管は満水試験を各フロア及び全体で実施すること。

工事写真データ等は紛失に備え、記憶媒体への定期的なバックアップを２重に行うこと。

配管配線工事に伴う既存壁等のコア抜きはダイヤモンドカッタ－を使用すること。

和風便器設置は全アスファルト巻きAパット仕上げとする。

冷媒管口径については参考の為、使用メーカーに対応出来る仕様とすること。

文字標識等は監督員と打ち合せの上表示すること。

材料の加工等は出来る限り建物外で行うこと。

機器類搬出入経路及び設置工事範囲は、養生を行うこと。

引抜試験（既設ボルト含む）を実施すること。

配管等の耐震施工は、国土交通省施工指針等により実施すること。また設置機器類等は、耐震計算書を提出し、それに適合するアンカーボルトを使用し、

主要な弁類には、使用用途を記したプラスチックの用途札を取付けること。また　弁類の前後等適当な箇所にフランジ継手又はユニオンを挿入し、取外

を容易にすること。

給水等に使用する器具・バルブ類は鉛レス対策品とする。軽量間仕切内の水栓接続は座付継手とする。

給水の屋外埋設深さはＧＬ－６００を標準とする。

屋外埋設管には、埋設表示標を監督員の指示により取付けること。

埋設ステンレス管は継手共ＳＵＳ３１６を使用すること。

水道局直結部分・その他指定する部分の弁類はJIS-10Kとする。

配管に使用するボルト、ナット及びフランジアングル類は亜鉛メッキ以上の物を使用すること。ただし、屋外やピット内に使用する支持金物類はステン

レス製の物を使用すること。

土間下埋設配管は沈下防止の為、それぞれの管種に応じた天井配管と同ピッチで土間配筋より吊ること。

排水勾配は屋内１／５０、屋外１／１００を標準とする。

本図中に無い既設配管及び設備に於いては、支障無きよう接続又は布設替えを行うこと。

天井内の弁類、通気弁、ＦＪ、ＦＤ等取付箇所には必要応じて点検口を設置すること。（建築工事）

通気口離隔距離は、最上階建物部より有効600mm以上、水平離隔距離3000mm以上とすること。

ダクト（ステンレス製除く）については、切断面の防錆処置を講じること。

紙巻器裏の補強（当板）を行うこと。

床、壁等コア抜きする際は鉄筋探査を必ず行い結果を書面にて報告すること。また、コア抜き場所を図面上で確認し、建築・電気業者と必ず相談の上実

衛生器具等撤去の穴埋補修は本工事内で行うこと。

衛生器具陶器の色は標準色同等価格とし、監督員と協議の上決定すること。

施すること。万一破損した場合は速やかに監督員へ報告し、受注者の負担で早急に原状復旧すること。

解体・ハツリ等の音が発生する作業については、近隣住民の迷惑にならないように行うこと。

はつり作業は、既存配管等に十分注意すること。万一破損した場合は、受注者の負担で原状復旧すること。
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床上掃除口はステンレス製・化粧用・つば付・薄型（ＶＰ用）とすること。

①　この工事は甲府市が指定する「週休２日制適用工事」の対象外とする。

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期（機械設備）工事

甲府市朝気一丁目１４－１

教育部　教育総室　教育施設課
令和7年4月

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期（機械設備）工事

学校の運営に影響が出ないよう、現場における施工期間は夏休み期間中（7月19日～8月27日）とし、8月27日までに現場完了検査を受け、8月28日には



承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ 工 事 名 称

図 面 名 称 No.特記仕様書（２）・凡例

M-03

Ｆ 特 記 事 項

保 温 の 種 別 施 工 例

冷 媒 管 保 温 施 工 仕 様

施 工 箇 所

冷媒管

保温筒

制御ケ－ブル等 ビニ－ルテ－プ

冷媒管

制御ケ－ブル等

保温化粧ケ－ス（塩ビ樹脂製）

保温筒

１．架橋ポリエチレンフォ－ム保温筒

２．ビニ－ルテ－プ

１．架橋ポリエチレンフォ－ム保温筒

２．塩ビ樹脂製保温化粧ケ－ス

（必要箇所をビス止メ）

冷 媒 管 保 温 厚 は ガ ス 管 ２ ０ ｍ ｍ 、 液 管 １ ０ ｍ ｍ と す る

天井内、ＰＳ内

屋外ラッキング内

その他いんぺい部

屋内露出部

屋外露出部

制 御 ケ － ブ ル は 保 温 筒 へ 鉄 線 等 で 固 定 す る 事 （ ピ ッ チ ２ Ｍ ）

冷媒管

制御ケ－ブル等

保温筒

保温化粧ケ－ス（塩ビ樹脂製）

１．架橋ポリエチレンフォ－ム保温筒

（必要箇所をビス止メ）

スリムダクトＵＤ同等品（浮かし工法）

スリムダクトＵＤ同等品（浮かし工法）

３．シ－リング

２．塩ビ樹脂製保温化粧ケ－ス（浮かし工法）

※1 塩ﾋﾞ樹脂製保温化粧ｹｰｽ又はｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ｶﾊﾞｰ

※1

（31.8Φｘ19.05ΦはスリムダクトＰＤとする）

（31.8Φｘ19.05ΦはスリムダクトＰＤとする）

２

Ｇ メ ー カ ー 指 定 １ 主要機器材料は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修設備機材等評価名簿（最新版）による。

配管・継手類

衛生器具類

弁類

尚メーカーリスト及び承諾図を提出し、監督員の承諾を得ること。

ＪＷＷＡ及びＪＩＳ規格メーカー

ＴＯＴＯ

キッツ

ＬＩＸＩＬ

東洋バルヴ 日邦バルブ

Ｈ 工 事 概 要 １

２

凡 例 給　水　管 Ｓ Ｕ ステンレス鋼鋼管 ＪＩＳ－Ｇ－３４４８　拡管式 屋内地中部分ＳＵＳ３１６

給　水　管 Ｓ Ｕ 地中以外の部分ステンレス鋼鋼管 ＪＩＳ－Ｇ－３４４８　拡管式 ＳＵＳ３０４

排　水　管
Ｖ Ｐ ＪＩＳ－Ｋ－６７４１（ＶＰ） ピット・地中部分硬質塩化ビニル管

排　水　管 耐火二層管Ｔ Ｍ Ｐ 上記以外（内管ＶＰ）

通　気　管 ＪＩＳ－Ｋ－６７４１（ＶＰ） ピット・地中部分硬質塩化ビニル管

ガ　ス　管 Ｇ
Ａ

屋内地中部分ＪＩＳ－Ｋ－６７７４（ＰＥ）ガス用ポリエチレン管

ガ　ス　管 Ｇ
Ａ

上記以外ポリエチレン被覆鋼管 ＪＩＳ－Ｇ－３４６９（ＰＬＰ）

Ｓ Ｕ 地中以外の部分ステンレス鋼鋼管 ＪＩＳ－Ｇ－３４４８　拡管式 ＳＵＳ３０４給　湯　管

Ｓ Ｕ 屋内地中部分ステンレス鋼鋼管 ＪＩＳ－Ｇ－３４４８　拡管式 ＳＵＳ３１６消　火　管 X

Ｓ Ｕ 地中以外の部分ステンレス鋼鋼管 ＪＩＳ－Ｇ－３４４８　拡管式 ＳＵＳ３０４消　火　管 X

和便器撤去後の床補修図

200以上

2
0
0

2
0
0

差筋アンカー　D13×4本

差筋アンカー施工後ワイヤーメッシュをのせ

交点の１／2を結束線にて固定

ワイヤーメッシュ

（φ6　100×100mm）

×：固定箇所

※　ただし、和便器の撤去部がテーパー形状であり、

下階まで貫通している穴が配管部分のみである場

合には、上記のような補修はせず、穴部分をモル

タルで埋めること。

給水管 地中・コンクリート内

床下ピット内

：　粘着ﾃｰﾌﾟ（1/2重ね）2回巻き　但しHIVP、VD管・VS管は除く。

：　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒（20mm）＋粘着ﾃｰﾌﾟ＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ＋着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

天井内・ＰＳ内 ：　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒（20mm）＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

屋内ライニング内 ：　ﾜﾝﾀｯﾁ保温筒（10mm）

屋内露出部 ：　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒（20mm）＋粘着ﾃｰﾌﾟ＋合成樹脂ｶﾊﾞｰ

屋外露出部 ：　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒（20mm）＋粘着ﾃｰﾌﾟ＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ＋ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

土間埋設部 ：　ﾜﾝﾀｯﾁ保温筒（10mm）

排水管 地中・コンクリート内 ：　不要（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）

ピット内 ：　不要（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）

隠蔽部 ：　不要（耐火二層管）

屋外露出部 ：　不要（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）

通気管 屋内外露出部 ：　調合ﾍﾟｲﾝﾄ2回塗りもしくはカラーＶＰ

スパイラルダクト ：　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒（25mm）＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

冷媒管 ：　冷媒管保温施工仕様参照

ドレン管 隠蔽部 ：　保温付ＶＰ管

屋内露出部 ：　保温付ＶＰ管

屋外露出部 ：　調合ﾍﾟｲﾝﾄ2回塗りもしくはカラーＶＰ

※その他は標準仕様書による。

※凍結防止ヒーター巻き部はグラスウール保温とする。

Ｖ Ｐ

衛生器具設備工事

①．図示の位置に器具表に記載の器具を設置する。

給水設備工事

①．図示の位置に新設の配管を行う。

３ 排水設備工事

①．図示の位置に新設の配管を行う。

４ 換気設備工事

①．図示の位置に機器表に記載の機器を設置する。

５ 撤去工事

①．既存衛生器具、既存換気設備機器、既存給排水管・保温材を撤去する。

※各図面での実線は新設、点線は既存管を示す。

配管支持間隔は冷媒管2ｍ以下、ドレン管1ｍ以下とする。（一般吊り棒鋼使用 ）

屋内配管の支持は全て上階コンクリートスラブ等より行うこと。　天井下地には支持しないこと。

設備配管に伴う既存壁等のはつり補修は、本工事施工のこと。（仕上げ補修共 ）

保温・防露仕様

室外機は、転倒防止を行うこと。

工事完了後に必要のなくなる機器等は、本工事の範囲内で撤去処分すること。

室内機は工事完了後試運転調整を行い、良好な冷暖房運転（吹出温度、異音の有無等 ）を確認後引渡しとする。

リモコン配線の露出立下り部分は、メタルモール内に納める。

室内機・リモコンの位置は、施設管理者等に確認の上決定とする。

試験圧力は製造者の設計圧力以上（4MPa程度 ）とし、24時間放置し漏れのないことを確認し、真空引きを行うこと。

冷媒管はチッ素ガス又は乾燥空気にて気密試験を行い、結果を報告書として写真添付の上提出すること。

冷媒管のろう付け及び溶接作業は、酸化防止措置として、配管内に不活性ガスを通しながら行うこと。

ドレン配管は適正な勾配が確保できる場合は、冷媒管化粧ケ－ス内に納めても良い。（保温は、いんぺい仕様にて施工 ）

ドレン配管はＶＰ管とし、ジャバラホースは絶対に使用しないこと。

屋内配管ル－ト上及びエアコン室内機（壁掛型を除く）部分の天井は本工事にて取外、再取付すること。

室内機設置については、吊元の新旧にかかわらず、室内機１台当たり最低1箇所のアンカー引張試験を行い、試験報告書及び実施写真を提出すること。

機器までの吊り長さが1.0ｍを超える場合は、振れ止めを行うこと。

配管ルートは設計図面を基本とし、現地調査の結果を持って監督員と協議すること。

５２

５１

５０

６６

６５

６４

６３

６２

６１

６０

５９

５８

５７

５７５６

５５

５４

５３

６６

６８

６７ 特に指示なき場合は既設配管・電源線・コンクリート製スライドレールブロック等は再使用する。

教育部　教育総室　教育施設課
令和7年4月

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期（機械設備）工事
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ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

名 　 称 仕 　 　 　 　 様 合
　
計

1F 2F 3F

衛生器具表

工 事 名 称

図 面 名 称 No.器具表・機器表
教育部　教育総室　教育施設課

洋風便器

洋風便器

名 　 称 仕 　 　 　 　 様

和風便器 ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式

ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式

合
　
計

1F 2F 3F

ﾛｰﾀﾝｸ式

小便器

洗面器

掃除用流し

1 1 1 1

小便器仕切板 3

換気設備機器表

合
　
計

1F 2F 3F

シンボル 名　　　　称 電　 源三　菱（参考型番）仕　　　　　　様

11 11 1

男
子
便
所

女
子
便
所

男
子
便
所

男
子
便
所

女
子
便
所

男
子
便
所

男
子
便
所

女
子
便
所

男
子
便
所

女
子
便
所

Ｆ－１

女
子
便
所

16

器具・機器撤去表

消費電力

5 5 515

2 2 2 2 2 212

3

1 4 1 4 1 415

6 1 1 11 1 1

化粧鏡

紙巻器 2 5 2 5 2 521

女
子
便
所

TOTO（参考型番） LIXIL（参考型番）

標準換気扇

女
子
便
所

男
子
便
所

女
子
便
所

男
子
便
所

男
子
便
所

女
子
便
所

標準換気扇

M－04
東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事

1 1 1

CFS498BM HP430-7 TCF116 YH650 BC-P110H DQ-PA150CH CF-18ALP CF-AA64

MB-450M(ｼｰｸﾚｽﾄ) L2150FC AM-300V1 LF-WN7PF  MBF-616B×3

MB-450M(ｼｰｸﾚｽﾄ) L2150FC AM-300V1 LF-WN7PF  MBF-616B×3

掃除用流し 1 1 1 1 1 16ﾊﾞｯｸ付流し（壁給水・床排水）・横水栓・止水栓・ﾊﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ・ﾘﾑｶﾊﾞｰ

2 22

1

5 5 515

1 1

3

3

11 1

5 5 521

KF-920AE70D12J AY-55FN×3T112CL10 T110D16×2 T110D34 T110D26

YM4560A

T112CU22 T110D15×4

KF-4560

KF-701AEJ KF-D16×4

111 1 1 16

1 1 13

2 2 2 2 2 212

2 2 2 2 2 212

L=1375mm（壁給水・壁排水）・自動単水栓・ﾌﾞﾗｹｯﾄ

L=1675mm（壁給水・壁排水）・自動単水栓・ﾌﾞﾗｹｯﾄ

2槽洗面ｶｳﾝﾀｰ

2槽洗面ｶｳﾝﾀｰ

ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式（床給水・床排水・ﾘﾓﾃﾞﾙ対応）・暖房便座・紙巻器洋風便器

SUS製樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ・取付金具

450×600

SUS製樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ・取付金具

Ｌ型手すり

小便器用手すり

化粧鏡

SK22A T23AEQ20C TN114 T9R HH04060×2 T37SGEP TK22

U-A51APUFS900R自動洗浄ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式（壁掛・低ﾘｯﾌﾟ・壁給水・壁排水）小便器

EX-20SC4-S P-20CVS5 P-20KS4窓枠据付け格子形　羽根径：20cm 風量：485m3/h 静圧：7Pa 

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（SUS製・防虫網付）共

1φ-100V 15.5W

令和7年4月

S-202A LF-7E-19-U SF-202 SF-10E SF-20SAF-P

MLUA(ｵﾆｯｸｽ) LS351C TLE28SS1A TLDP2105JA  M9P40A×3

MLUA(ｵﾆｯｸｽ) LS351C TLE28SS1A TLDP2105JA  M9P40A×3



工事名称

承　 認 設　 計 担　 当

設計年月日

縮　　尺

教育部　教育総室　教育施設課
ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

No.

50SU

5
0
0

1FL

GL

50SU

1階天井内

2FL

3FL

2階天井内
水飲場

水飲場

便所
便所

便所

便所

便所

汚水桝

125VP(汚水).125VP(雑排).125VP(汚水）

1階床下ピット内で各既存配管へ接続

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
7
0
0

3階天井内

RFL

特記事項

50SU.40SU

M－05

給　水　管

排　水　管

通　気　管

揚　水　管

凡例表

・
便所

50BFV

50BFV

消　火　管 X

校舎東館校舎西館

校舎東館

X

（将来用 北側）

125TMP(汚水).75TMP(雑排)

125TMP(汚水).75TMP(雑排)

50VP.50VP

75TMP(雑排).125TMP(汚水)

60SU

図工室 40GV

50SU.40SU

65VB.80VB.100VP(雑排).125VP(汚水).75VP.50VP.50VP

32VB

32VB

65GV

65GV

65GV

40GV

65VB.80VB.100VP(雑排).125VP(汚水).75VP.50VP.50VP

65VB.80VB.100VP(雑排).125VP(汚水).75VP.50VP.50VP

32VB

100VB

B50VD

50VD （将来用 南側）

50TMP.50TMP

50TMP.50TMP

令和7年4月

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事

系統図図面名称

実線の配管は新設、点線の配管は既存管再使用を示す。

ただし、通気配管は新設とする。
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一般教室 一般教室 一般教室 図書室図工室

階段室

女子便所

男子便所

水呑場

水呑場

男子便所

女子便所
一般教室 一般教室 一般教室 一般教室 一般教室

昇降ホール

昇降所

ポーチ

倉庫

ＵＰ

外階段

外階段

資料室
倉庫

準備室 理科室

湯沸室 公使室

廊下

廊下

廊下

DW

DW DS

DS

プレイルーム

バルコニー

渡り廊下
階段室日本語室

前室

階段室

テラス

前室階段室

廊下

22棟 20棟

22棟 20棟

2階　平　面　図　　　S=1:300

１階　平　面　図　　　S=1:300

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

仮仮

仮仮

1,050

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

1/300

1、2階平面・仮設計画図
教育部　教育総室　教育施設課

令和7年4月

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事
M－06

Ｎ



承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
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63,000 18,000

2,100 1,975

4,100 4,900

一般教室 一般教室 一般教室女子便所

男子便所

水呑場

外階段

廊下

DW DS

バルコニー

渡り廊下
階段室

日本語室

特別活動室
音楽室ステージ準備室

吹抜け

DN

フェンスH=1800

EXP,J

DN

階段室

DN

UP

廊下

DN

ス
テ

ー
ジ

22棟 20棟

22棟 20棟

3階　平　面　図　　　S=1:300

屋　根　伏　図　　　S=1:300

1,050

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

1/300
教育部　教育総室　教育施設課

3、R階平面・仮設計画図令和7年4月

仮仮

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事
M－07

Ｎ



25SU

50VP

分電盤

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課

特記事項

１階床下ピット内及び天井内既存配管接続位置は参考とし、現場にて確認の上、施工のこと。
梁を貫通する配管は既存スリーブ穴を再使用とする。
コア抜きは事前に鉄筋探査を行い、鉄筋のない箇所に実施すること。
新規器具設置に伴う配管の立上部分はコア抜き又は、既存穴流用とする。

既存・改修１階便所平面詳細図

1/50
M－08

東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事

2,800 2,100

7
,
3
0
0

掃除具入

男子便所

ＳＫ

女子便所

前室

25

和便器はハツリ後、差筋アンカー施工し、モルタルにて補修を行う。
既存配管立上部（床部分）はモルタルにて補修を行う。

特記事項

既存配管、衛生器具、天井換気扇はすべて撤去する。但し、消火管、ガス管は除く。
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既存１階便所平面詳細図  S=1/50 改修１階便所平面詳細図  S=1/50
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床下点検口

□450
天井点検口 天井点検口

□450

1,750 1,050 2,100

4,900

54 F
1

F
1

新設壁（建築工事）

既存80

既存65GV

既存100.80.125.75.65

20SU

65VP

125VP 125VP 125VP

40VP

20SU

COA50

40VP

20SU
40VP

20SU
40VP

50VP

COA5050VP

65VP

50VP

50VP

75VP

75VP

75VP

75VP

75VP

75VP

75VP

25SU

25SU

25SU

40SU

40SU

25SU

60SU

50SU

100VP

COA100

100VP

25SU

25SU

25SU

50SU

40SU

50SU

25SU

40SU

25SU

20SU

25SU

25SU

20SU

50SU

50VP

50VP

50VP

50VP

50VP

100VP

100VP

100VP

50VP

100VP

60SU

50BFV

50BFV

65VP

65VP

125VP

50SU

COA100

125VP

100VP

20SU

20SU

令和7年4月

60SU

50VP

掃除用具掛け

既存管と接続

既存管と接続

既存管と接続

実線の配管は新設、点線の配管は既存管再使用を示す。実線の配管は新設、点線の配管は既存管再使用を示す。ただし、通気配管は新設とする。



75TMP

改修2・3階便所平面詳細図 S=1/50

40SU
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,
6
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1
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450
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棚板 棚板

清掃用具入れ 清掃用具入れ

掃除用具掛け
SUS25φﾌｯｸ4箇所

目
地

目
地

目
地

目
地

SK

工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日
教育部　教育総室　教育施設課 M－09

既存・改修2・3階便所平面詳細図

1/50 東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事

（ＰＳ立管）
3階　系統詳細図 ※３階は系統詳細図参照
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※３階は系統詳細図参照

既存80

既存65GV

既存100.80.125.75.65

（ＰＳ立管）
3階　系統詳細図

既存100.80.125.75.65

2,1001,0501,750

4 5
4,900

40SU

既存80

既存65GV

既存100.80.125.75.65

※PS内立管 撤去不要 ※PS内立管 既存管再使用※PS内立管 撤去不要 ※PS内立管 既存管再使用

□450
天井点検口

□450
天井点検口

75TMP

25SU

25SU

25SU

75TMP

40SU

75TMP

25SU

450

125TMP

A

COA50

20SU

COA100

2
5
0

2
5
0

SK

65TMP

20SU

40TMP

新設壁（建築工事）

20SU

20SU

和便器はハツリ後、差筋アンカー施工し、モルタルにて補修を行う。
既存配管立上部（床部分）はモルタルにて補修を行う。

特記事項

既存配管、衛生器具、天井換気扇はすべて撤去する。但し、消火管、ガス管は除く。

特記事項

梁を貫通する配管は既存スリーブ穴を再使用とする。
コア抜きは事前に鉄筋探査を行い、鉄筋のない箇所に実施すること。
新規器具設置に伴う配管の立上部分はコア抜き又は、既存穴流用とする。

分電盤

F
1

F
1

25SU

20SU

令和7年4月

既存管と接続

既存管と接続

60SU

50TMP

50TMP

既存管と接続

１階床下ピット内及び天井内既存配管接続位置は参考とし、現場にて確認の上、施工のこと。

実線の配管は新設、点線の配管は既存管再使用を示す。ただし、通気配管は新設とする。



工 事 名 称

図 面 名 称 No.

承　認 設　計 担　当 縮　　尺

設計年月日

工　事　区　分　表

建　築 電　気 建　築 電　気番　号 工　事　名 機　械 別　途 備　　考 番　号 工　事　名 機　械 別　途 備　　考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

工事区分表

M－10教育部　教育総室　教育施設課
ＮＯ　ＳＣＡＬＥ 東小学校校舎トイレリニューアルⅡ期(機械設備)工事

令和7年4月

○

同上　墨出し　切込み ○ ○

各種電気設備機器撤去、取付け ○

衛生器具類（手洗器・便器・他）給排水管類（換気扇含む）撤去 ○

給排水管・保温材（PS内・ピット内・天井内）撤去 ○

衛生器具類（手洗器・便器・他）新設 ○

給排水配管工事・保温工事（PS内・ピット内・天井内）新設 ○

設備用、吊ﾎﾞﾙﾄ及びｲﾝｻｰﾄ類の打込 ○ ○

換気扇及びダクトの設置（ベンドキャップ共）

電気設備及び機械設備の各種器具取付のための下地補強

内装材撤去 ○

水栓及び排水金物の取付及び給排水管の接続 ○

ライニング及び一般甲板(設備用穴あけ及び補修共) ○

衛生器具、配管撤去後の躯体穴埋め ○

配管用溝はつり補修 ○

○

○ ○ ○

トイレ設備器具への電源供給及びコンセント取付

竣工引き渡しまでの工事用電力・用水使用料

廃棄物処分 ○ ○ ○

便所等改修に係るスラブはつり補修

天井点検口設置

○

○

同上　取付けに伴う開口及び補強 ○

○


